
2019年6月25日

（単位：百万円）

科　　　　　　目 金　　　　　　額 科　　　　　　目 金　　　　　　額

（負   　債   　の 　  部）

123,674 1,828,090

現 金 38,857 当 座 預 金 76,913

預 け 金 84,816 普 通 預 金 822,573

1,231 貯 蓄 預 金 10,752

商 品 国 債 599 通 知 預 金 5,933

商 品 地 方 債 632 定 期 預 金 891,422

2,342 定 期 積 金 10,443

558,867 そ の 他 の 預 金 10,051

国 債 127,507 4,300

地 方 債 78,763 72,400

社 債 89,820 借 入 金 72,400

株 式 36,568 6,501

そ の 他 の 証 券 226,207 未 決 済 為 替 借 260

1,316,897 未 払 法 人 税 等 31

割 引 手 形 7,880 未 払 費 用 1,462

手 形 貸 付 39,885 前 受 収 益 583

証 書 貸 付 1,100,823 給 付 補 塡 備 金 1

当 座 貸 越 168,308 金 融 派 生 商 品 29

5,139 リ ー ス 債 務 962

外 国 他 店 預 け 4,988 資 産 除 去 債 務 205

買 入 外 国 為 替 45 そ の 他 の 負 債 2,964

取 立 外 国 為 替 105 627

5,203 27

未 決 済 為 替 貸 223 214

前 払 費 用 36 628

未 収 収 益 1,935 3,830

金 融 派 生 商 品 325 2,637

そ の 他 の 資 産 2,682 1,549

22,859 1,920,806

建 物 4,539 （純　資　産　の 部）

土 地 16,872 37,461

リ ー ス 資 産 892 31,674

その他の有形固定資産 555 資 本 準 備 金 15,000

2,922 そ の 他 資 本 剰 余 金 16,674

ソ フ ト ウ エ ア 2,823 利 益 剰 余 金 21,802

ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 22 利 益 準 備 金 2,599

その他の無形固定資産 76 そ の 他 利 益 剰 余 金 19,202

133 繰 越 利 益 剰 余 金 19,202

1,549 90,938

△6,473 そ の他有価証券評価差額金 18,980

3,622

22,602

113,541

2,034,347 2,034,347

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

預 金

賞 与 引 当 金

株 式 給 付 引 当 金

睡眠預金払戻損失引当金

支 払 承 諾

再評価に係る繰延税金負債

負 債 の 部 合 計

資 本 金

負債及び純資産の部合計資 産 の 部 合 計

有 価 証 券

現 金 預 け 金

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

前 払 年 金 費 用

　第110期　決　算　公　告

（資   　産   　の 　  部）

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

譲 渡 性 預 金

偶 発 損 失 引 当 金

そ の 他 負 債

資 本 剰 余 金

　　　　　　　三重県松阪市京町510番地
　　　　　　　株式会社　第　三　銀　行
　　　　　　　取締役頭取　岩　間　弘

　　　貸借対照表（2019年3月31日現在）

　　　　 　 　 三重県松阪市京町510番地
　　　 　　  　株式会社　第　三　銀　行
　　　　  　 　取締役頭取　岩　間　弘

繰 延 税 金 負 債

純 資 産 の 部 合 計

土 地 再 評 価 差 額 金

借 用 金

株 主 資 本 合 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計



（単位：百万円）

30,971
21,637

貸 出 金 利 息 15,236
有 価 証 券 利 息 配 当 金 6,336
預 け 金 利 息 38
そ の 他 の 受 入 利 息 25

6,751
受 入 為 替 手 数 料 1,122
そ の 他 の 役 務 収 益 5,629

1,042
国 債 等 債 券 売 却 益 741
金 融 派 生 商 品 収 益 301

1,539
償 却 債 権 取 立 益 0
株 式 等 売 却 益 1,075
そ の 他 の 経 常 収 益 463

25,918
571

預 金 利 息 560
譲 渡 性 預 金 利 息 0
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 1
借 用 金 利 息 0
そ の 他 の 支 払 利 息 8

2,538
支 払 為 替 手 数 料 231
そ の 他 の 役 務 費 用 2,306

428
外 国 為 替 売 買 損 204
商 品 有 価 証 券 売 買 損 8
国 債 等 債 券 売 却 損 215

20,098
2,280

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 646
貸 出 金 償 却 14
株 式 等 売 却 損 1,072
株 式 等 償 却 183
金 銭 の 信 託 運 用 損 99
そ の 他 の 経 常 費 用 264

5,053
5

固 定 資 産 処 分 益 5
73

固 定 資 産 処 分 損 20
減 損 損 失 53

4,985
453
256

709
4,276

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

　　　　　　損益計算書
2019年 3月31日まで

2018年 4月 1日から

当 期 純 利 益

科             目 金             額

資 金 運 用 収 益

経 常 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益



 

個 別 注 記 表 

 

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

（１）有価証券の評価は、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その

他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、

ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行って

おります。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。  

（２）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評 

  価は、時価法により行っております。 

 ３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、1998 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに

2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

    建 物     ８年～５０年 

     その他     ３年～２０年 

 （２）無形固定資産 

    無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内にお

ける利用可能期間（主として５年～１０年）に基づいて償却しております。 

 （３）リース資産 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年

数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

  外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及

びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書き

に記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除

し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大

きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可

能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しておりま

す。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上し

ております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立し

た資産監査部署が査定結果を監査しております。 



 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証

による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、そ

の金額は 5,682 百万円であります。 

（２）賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業

年度に帰属する額を計上しております。 

（３）株式給付引当金 

   株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） 

及び執行役員への株式会社三十三フィナンシャルグループ株式の給付等に備えるため、当事業年度における

株式給付債務の見込額に基づき、必要額を計上しております。 

（４）睡眠預金払戻損失引当金 

   睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備

えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。 

（５）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、必要額を計上しております。当事業年度末においては、年金資産の額が退職給付債務から

未認識項目の合計額を控除した額を超過しているため、前払年金費用として貸借対照表に計上しております。

また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとお

りであります。 

      過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（12 年）による定額法により

損益処理 

      数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（12年）による定

額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

（６）偶発損失引当金 

   偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払いに備えるた

め、将来の負担金支払見込額を計上しております。 

７．ヘッジ会計の方法 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用

に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号。2002 年２月 13 日。

以下、「業種別監査委員会報告第 24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価

の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段であ

る金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッ

シュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により

有効性の評価をしております。 

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

８．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、

有形固定資産に係る控除対象外消費税等はその他資産に計上し、５年間で均等償却を行っております。 

 

 

 

 

 

 



 

追加情報 

 当行は、当事業年度より取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び執行役員（以下、「取

締役等」という。）が当行の親会社である株式会社三十三フィナンシャルグループ（以下、「当行親会社」という。）

の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、新たな株式報酬制度「株

式給付信託（BBT)」（以下、「本制度」という。）を導入しております。 

 本制度は、当行が当行親会社に対して拠出する金銭を原資として、当行親会社が設定する信託を通じて当行親

会社普通株式が取得され、取締役等に対して、当行が定める役員株式給付規程に従って、当行親会社普通株式及

び当行親会社普通株式を時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される株式報酬制度であります。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資金総額  2,151 百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は 861百万円、延滞債権額は 25,450 百万円であります。 

 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又

は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分

を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第 97号）第 96条第

１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は 246 百万円であります。 

 なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出

金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 1,344 百万円であります。 

 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支

払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債

権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 27,902 百万円で 

あります。 

   なお、２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れ

た銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処

分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、7,926 百万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

     担保に供している資産 

         有価証券         88,295 百万円 

     担保資産に対応する債務 

 預金           1,820 百万円 

借用金          72,400 百万円 

     上記のほか、為替決済、デリバティブ取引及び公金事務取扱等の取引の担保として、有価証券 13,791 百

万円及びその他資産 345百万円を差し入れております。 

    子会社、子法人等及び関連法人等の借入金等の担保として、差し入れている有価証券はありません。 

    また、その他の資産には、保証金は 334 百万円が含まれております。 

   なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しておりますが、これに

より引き渡した銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等の額面金額はありません。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、 

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であり



 

ます。これらの契約に係る融資未実行残高は 530,025 百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のも

の又は任意の時期に無条件で取消可能なもの及び総合口座の貸越契約によるものが 518,951 百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず

しも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情

勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約

極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・

有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、

必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

９．土地の再評価に関する法律（1998年 3月 31日公布法律第 34 号）に基づき、事業用の土地の再評価を行 

  い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に 

  計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

    再評価を行った年月日     1999年 3月 31 日 

    同法律第 3条第 3項に定める再評価の方法  土地の再評価に関する法律施行令（1998年 3月 31日公 

                            布政令第 119 号）第 2条第 4号に定める地価税法に基づい                

                                                  て、（奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等）                

                                                  合理的な調整を行って算出。 

   同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地 

  の再評価後の帳簿価額の合計額との差額                 4,768 百万円 

１０．有形固定資産の減価償却累計額                 20,004 百万円 

１１．有形固定資産の圧縮記帳額                    1,995 百万円 

１２．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第 2 条第 3 項）による社債に対する当行の保

証債務の額は 11,371 百万円であります。 

１３．関係会社に対する金銭債権総額         4,326 百万円 

１４．関係会社に対する金銭債務総額         6,604 百万円 

１５．銀行法第 18 条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

剰余金の配当をする場合には、会社法第 445 条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、

当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計

上しております。 

当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は、500 百万円であります。 

 

（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額 44 百万円 

役務取引等に係る収益総額 109百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 -円 

関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額 0 百万円 

役務取引等に係る費用総額 127百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 995百万円 

２．当事業年度において、営業キャッシュ・フローの低下及び地価の下落等により以下の資産について帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、53百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 

地 域 用 途 種 類 減損損失 

三重県内 営業店舗 土地 0 百万円 

三重県外 
営業店舗 土地 50 百万円 

営業店舗 建物  2 百万円 

 



 

 資産のグルーピングについては、営業店舗、ATMコーナー等の営業用資産は原則として営業店単位とし、

出張所、サテライト店等の機能分担を行っている営業店は当該母店とともにグルーピングしております。本

部、事務センター、教育センター、福利厚生施設等の共用資産は銀行全体を一体としてグルーピングし、遊

休資産は個々の資産を独立した資産としてグルーピングしております。 

 資産グループの回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額に

よる場合は、資産の評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。資産の評価については、資産

の重要性を勘案し、適切に市場価格を反映していると考えられる指標により評価しております。また、使用

価値による場合は将来キャッシュ・フローを 3.16％で割り引いて算定しております。 

３．関連当事者との取引 

属

性 

会社

等の

名称 

議決権等の

所有割合 

関連当

事者と

の関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

子

会

社 

三重

総合

信用

株式

会社 

33.7％ 

貸出金

の被保

証 

当行の債権に対

する被保証 

 305,107 百万円

（注 1） 
－ － 

保証料の支払 
126百万円 

（注 2） 

未払

費用 
10 百万円 

代位弁済の受入 137百万円 － － 

（注 1）当行の債権に対する被保証の取引金額は、被保証額の期末残高であります。 
（注 2）住宅ローンの貸付先から三重総合信用株式会社に直接支払われた保証料は含まれており 

ません。 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当ありません。 

  

（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」が含まれておりま

す。 

 １．売買目的有価証券（2019年 3月 31日現在） 

 当事業年度の損益に含ま

れた評価差額(百万円) 

売買目的有価証券 △2 

 ２．満期保有目的の債券（2019 年 3月 31日現在） 

   該当ありません。 

 ３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2019年 3月 31 日現在） 

    時価のある子会社・子法人等株式及び関連法人等株式は該当ありません。 

    なお、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法

人等株式は次のとおりであります。 

   

貸借対照表計上額
（百万円）

子会社・子法人等株式 1,869

組合出資金 281

合計 2,151  

 

 

 

 

 

 



 

 

４．その他有価証券（2019年 3月 31日現在） 

    貸 借 対 照 表 取 得 原 価 差 額 

  種類  計 上 額     

     （百万円） （百万円） （百万円） 

   株   式 27,139 11,801 15,337 

貸借対照表計  債   券 279,533 274,254 5,279 

上額が取得原    国  債 126,514 123,309 3,204 

価を超えるもの    地方債 74,749 73,900 849 

     社  債 78,270 77,044 1,225 

   その他 114,277 105,479 8,797 

  小計 420,950 391,535 29,415 

   株   式 5,544 6,776 △1,231 

貸借対照表計  債   券 16,557 16,664 △106 

上額が取得原    国  債 993 1,004 △10 

価を超えない    地方債 4,013 4,013 ― 

もの    社  債 11,549 11,645 △96 

   その他 110,515 113,792 △3,276 

  小計 132,617 137,232 △4,614 

合計   553,568 528,768 24,800 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

貸借対照表計上額（百万円）

株式 2,014

その他 1,132

合計 3,146  
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「そ

の他有価証券」には含めておりません。 

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2018 年 4月 1 日 至 2019年 3月 31 日） 

   該当ありません。 

６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日） 

    

売　却　額 売却益の合計額 売却損の合計額

（百万円） （百万円） （百万円）

株　式 9,621 1,023 978

債　券 13,514 13 204

　国　債 13,514 13 204

　地方債 -                                    -                                    -                                    

　社　債 -                                    -                                    -                                    

その他 16,764 730 15

合計 39,901 1,767 1,198
 

 ７．減損処理を行った有価証券 

   売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券

の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないも

のについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理



 

（以下、「減損処理」という。）しております。 

当事業年度における減損処理額は 182百万円（株式 182 百万円）であります。 

   また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、取得原価に比べて、30％以上下落したものを「著

しく下落した」とし、そのうち 50％以上下落したものは原則全額、30％以上 50％未満下落したものは、回復可

能性があると認められるもの以外について減損処理を行っております。 

 

（金銭の信託関係） 

１．運用目的の金銭の信託（2019 年 3月 31日現在） 

    

 貸借対照表計上額  当事業年度の損益に含まれた

（百万円）  評価差額（百万円）

 運用目的の金銭の信託 2,342 △2
 

２．満期保有目的の金銭の信託（2019年 3月 31日現在） 

該当ありません。 

 ３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2019年 3月 31日現在） 

該当ありません。 

 

（税効果会計関係） 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

    

繰延税金資産

　貸倒引当金 3,054 百万円

　退職給付引当金 558

　賞与引当金 187

　減価償却費 94

  有価証券評価損 2,918

  その他 958

繰延税金資産小計 7,771

評価性引当額 △5,767

繰延税金資産合計 2,003

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △5,819

　その他 △14

繰延税金負債合計 △5,834

繰延税金資産(負債）の純額 △3,830 百万円 
     

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額                       4,593円 02銭 

１株当たりの当期純利益金額              216円 81銭 

潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額        107円 53銭 

 



2019年6月25日
　　　　 　　　 　 三重県松阪市京町510番地
　　　 　　　　  　株式会社　第　三　銀　行
　　　　  　　　 　取締役頭取　岩　間　弘

（単位：百万円）

科　　　目 金      額 科　　　目 金      額

（資　産　の　部） （負  債  の  部）

現 金 預 け 金 123,710          預 金 1,821,530        

商 品 有 価 証 券 1,231            譲 渡 性 預 金 4,300            

金 銭 の 信 託 2,342            借 用 金 83,674           

有 価 証 券 557,350          そ の 他 負 債 10,137           

貸 出 金 1,313,200        賞 与 引 当 金 676              

外 国 為 替 5,139            役 員 賞 与 引 当 金 8                

そ の 他 資 産 22,854           退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,443            

有 形 固 定 資 産 23,531           株 式 給 付 引 当 金 27               

建 物 4,612            役 員 退 職 慰 労 引 当 金 21               

土 地 17,079           睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 214              

リ ー ス 資 産 3                偶 発 損 失 引 当 金 628              

その他の有形固定資産 1,835            繰 延 税 金 負 債 3,403            

無 形 固 定 資 産 2,979            再評価に係る繰延税金負債 2,637            

ソ フ ト ウ エ ア 2,831            支 払 承 諾 1,549            

ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 22               負 債 の 部 合 計 1,930,253        

リ ー ス 資 産 46               （純　資　産  の  部）

その他の無形固定資産 79               資 本 金 37,461           

繰 延 税 金 資 産 95               資 本 剰 余 金 32,837           

支 払 承 諾 見 返 1,549            利 益 剰 余 金 21,909           

貸 倒 引 当 金 △ 7,970 株 主 資 本 合 計 92,207           

その他有価証券評価差額金 18,985 

土 地 再 評 価 差 額 金 3,622            

退職給付に係る調整累計額 △ 1,044 

その他 の包 括利 益累 計額 合計 21,564 

非 支 配 株 主 持 分 1,990            

純 資 産 の 部 合 計 115,763          

資 産 の 部 合 計 2,046,016        負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 2,046,016        

　第110期　決　算　公　告

　　　連結貸借対照表（2019年3月31日現在）



　　科　　　　　　目 金 額

経 常 収 益 37,452     

資 金 運 用 収 益 21,647     

貸 出 金 利 息 15,234     

有 価 証 券 利 息 配 当 金 6,348      

預 け 金 利 息 38

そ の 他 の 受 入 利 息 25         

役 務 取 引 等 収 益 7,317      

そ の 他 業 務 収 益 1,042      

そ の 他 経 常 収 益 7,444      

償 却 債 権 取 立 益 1

そ の 他 の 経 常 収 益 7,443      

経 常 費 用 31,752     

資 金 調 達 費 用 637        

預 金 利 息 560        

譲 渡 性 預 金 利 息 0

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 1

借 用 金 利 息 59         

そ の 他 の 支 払 利 息 15         

役 務 取 引 等 費 用 2,603      
そ の 他 業 務 費 用 428
営 業 経 費 20,394     
そ の 他 経 常 費 用 7,688      

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 699        

そ の 他 の 経 常 費 用 6,988      

経 常 利 益 5,700      

特 別 利 益 5

固 定 資 産 処 分 益 5

特 別 損 失 73         

固 定 資 産 処 分 損 20

減 損 損 失 53         

5,631      

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 627

法 人 税 等 調 整 額 268 

法 人 税 等 合 計 895        

4,736 

445 

4,290      親会社株主に帰属する当期純利益

当 期 純 利 益

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

非支配株主に帰属する当期純利益

（単位：百万円）

2018年 4月 1日から
　　　　　連結損益計算書

2019年 3月31日まで



 

連 結 注 記 表 

 

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 

（１）連結される子会社及び子法人等    ６社 

    三銀ビジネス・サービス株式会社 

    三銀コンピューターサービス株式会社 

    三銀不動産調査株式会社 

    三重総合信用株式会社 

    第三カードサービス株式会社 

    三重リース株式会社 

（２）非連結の子会社及び子法人等     ２社 

 さんぎん農業法人投資事業有限責任組合 

 さんぎん成長事業応援投資事業有限責任組合 

  非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持 

 分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企 

 業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲 

 から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

（１）持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

（２）持分法適用の関連法人等 

該当ありません。 

（３）持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等   ２社 

 さんぎん農業法人投資事業有限責任組合 

 さんぎん成長事業応援投資事業有限責任組合 

  持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見 

 合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計

算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 

（４）持分法非適用の関連法人等 

   該当ありません。 

３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

  連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

３月末日  ６社 

４．会計方針に関する事項 

（１）商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

（２）有価証券の評価基準及び評価方法 

（イ）有価証券の評価は、その他有価証券については原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売 

  却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移 

動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

（ロ）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評

価は、時価法により行っております。 

（３）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 



 

（４）固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、1998 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）

並びに 2016 年４月 1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

     建 物     ８年～５０年 

      その他     ３年～２０年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額

法により償却しております。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当行並び

に連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年～１０年）に基づいて償却しており

ます。 

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、

リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、零としておりま

す。 

（５）貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及び

それと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記

載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ

の残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認

められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額

及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める

額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上して

おります。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した

資産監査部署が査定結果を監査しております。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証に

よる回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金

額は 5,682百万円であります。 

 連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と

認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ

計上しております。 

（６）賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会

計年度に帰属する額を計上しております。 

（７）役員賞与引当金の計上基準 

  連結される子会社及び子法人等の役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞

与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

（８）役員退職慰労引当金の計上基準 

   連結される子会社及び子法人等の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員

に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上してお

ります。 

（９）株式給付引当金の計上基準 

  株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） 



 

及び執行役員への株式会社三十三フィナンシャルグループ株式の給付等に備えるため、当連結会計年度末にお

ける株式給付債務の見込額に基づき、計上しております。 

（１０）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

   睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について、預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備

えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。 

（１１）偶発損失引当金の計上基準 

   偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、

将来の負担金支払見込額を計上しております。 

（１２）退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については

給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりで

あります。 

       過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（12年）による定額法により損

益処理 

    数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（12年）によ

る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

   なお、一部の連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給

付に係る当期末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

（１３）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

  当行の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

 連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換算

しております。 

（１４）重要なヘッジ会計の方法 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基

準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号 2002年 2月

13 日。以下、「業種別監査委員会報告第 24 号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有

効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ

手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、

キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証

により有効性の評価をしております。 

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

連結される子会社及び子法人等のヘッジ会計の方法は、一部の会社で借用金の金利リスクをヘッジするため、

金利スワップの特例処理を行っております。 

（１５）消費税等の会計処理 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等はその他資産に計上し、５年間で均等償却を行っており

ます。 

 

 追加情報 

 当行は、当連結会計年度より取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び執行役員（以下、

「取締役等」という。）が当行の親会社である株式会社三十三フィナンシャルグループ（以下、「当行親会社」と

いう。）の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、新たな株式報酬制

度「株式給付信託（BBT)」（以下、「本制度」という。）を導入しております。 

 本制度は、当行が当行親会社に対して拠出する金銭を原資として、当行親会社が設定する信託を通じて当行親

会社普通株式が取得され、取締役等に対して、当行が定める役員株式給付規程に従って、当行親会社普通株式及

び当行親会社普通株式を時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される株式報酬制度であります。 

 



 

注記事項 

 （連結貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式及び出資金を除く）281百万円  

２．貸出金のうち、破綻先債権額は 861百万円、延滞債権額は 25,871 百万円であります。 

 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又

は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分

を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第 97号）第 96条第

１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は 246 百万円であります。 

 なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出

金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 1,346 百万円であります。 

 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支

払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債

権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 28,325 百万円であり

ます。 

   なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れ

た銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処

分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、7,926 百万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

     担保に供している資産 

        有価証券            88,295 百万円 

未経過リース料           4百万円 

     担保資産に対応する債務 

        預金              1,820 百万円      

     借用金                72,400 百万円 

   上記のほか、為替決済、デリバティブ取引、及び公金事務取扱等の取引の担保として、有価証券 13,791 百万

円及びその他資産 345 百万円を差し入れております。 

   非連結の子会社及び子法人等の借入金等の担保として、差し入れている有価証券はありません。 

   また、その他資産には、保証金 345 百万円が含まれております。 

   なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しておりますが、これに

より引き渡した銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等の額面金額はありません。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、 

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であり

ます。これらの契約に係る融資未実行残高は 533,304 百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のも

の又は任意の時期に無条件で取消可能なもの及び総合口座の貸越契約によるものが 522,230 百万円あります。 

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず

しも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありませ

ん。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに

連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる

旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほ

か、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、

与信保全上の措置等を講じております。 

 



 

９．土地の再評価に関する法律（1998年 3月 31日公布法律第 34 号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を 

行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

    再評価を行った年月日  1999年 3月 31日 

    同法律第 3条第 3項に定める再評価の方法  土地の再評価に関する法律施行令（1998年 3月 31日公 

                            布政令第 119 号）第 2条第 4号に定める地価税法に基づい                

                                                  て、（奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等）                

                                                  合理的な調整を行って算出。 

    同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業

用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額           4,768 百万円 

１０．有形固定資産の減価償却累計額                 20,253 百万円 

１１．有形固定資産の圧縮記帳                     1,995 百万円 

１２．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第 2 条第 3 項）による社債に対する保証債務

の額は 11,371百万円であります。 

 

（連結損益計算書関係） 

１．「その他の経常費用」には、貸倒引当金繰入額 699 百万円、株式等償却 183百万円を含んでおります。 

２．当連結会計年度において、営業キャッシュ・フローの低下及び地価の下落等により以下の資産について帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、53 百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 

地 域 用 途 種 類 減損損失 

三重県内 営業店舗 土地 0 百万円 

三重県外 
営業店舗 土地 50 百万円 

営業店舗 建物  2 百万円 

 資産のグルーピングについては、営業店舗、ATMコーナー等の営業用資産は原則として営業店単位とし、

出張所、サテライト店等の機能分担を行っている営業店は当該母店とともにグルーピングしております。本

部、事務センター、教育センター、福利厚生施設等の共用資産は銀行全体を一体としてグルーピングし、遊

休資産は個々の資産を独立した資産としてグルーピングしております。また、連結される子会社及び子法人

等は各社を一つの単位としてグルーピングしております。 

 資産グループの回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額に

よる場合は、資産の評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。資産の評価については、資産

の重要性を勘案し、適切に市場価格を反映していると考えられる指標により評価しております。また、使用

価値による場合は将来キャッシュ・フローを 3.16％で割り引いて算定しております。 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

１． 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：千株）

当連結会計 当連結会計 当連結会計 当連結会計 摘要

年度期首株式数 年度増加株式数 年度減少株式数 年度末株式数

発行済株式

普通株式 18,151 － － 18,151

Ａ種優先株式 6,000 － － 6,000

合計 24,151 － － 24,151

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －  

２． 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 



 

３．配当に関する事項 

 (1)当連結会計年度中の配当金支払額 

（決議） 株式の種類 配当金の総額 
1 株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

2018 年 

6 月 19 日 

定時株主総会 

普通株式 907 百万円 50.00 円 
2018 年 

3 月 31 日 

2018 年 

6 月 20 日 

A 種優先株式 338 百万円 56.40 円 
2018 年 

3 月 31 日 

2018 年 

6 月 20 日 

2018 年 

9 月 14 日 

取締役会 

普通株式 3 百万円 0.19 円 
2018 年 

8 月 31 日 

2018 年 

9 月 28 日 

普通株式 624 百万円 34.40 円 
2018 年 

9 月 26 日 

2018 年 

9 月 28 日 

2018 年 

11 月 7 日 

取締役会 

普通株式 457 百万円 25.20 円 
2018 年 

9 月 30 日 

2018 年 

12 月 14 日 

A 種優先株式 170 百万円 28.40 円 
2018 年 

9 月 30 日 

2018 年 

12 月 14 日 

 (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの 

（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 
1 株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

2019 年 

5 月 10 日 

取締役会 

普通株式 457 百万円 利益剰余金 25.20 円 
2019 年 

3 月 31 日 

2019 年 

6 月 14 日 

A 種優先株式 170 百万円 利益剰余金 28.40 円 
2019 年 

3 月 31 日 

2019 年 

6 月 14 日 

 

（金融商品関係）            

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当行グループは、主に中小規模事業者等に対する事業資金のご融資、個人のお客様に対する住宅資金や消

費資金等のご融資を行うとともに、リースやクレジットカード等、金融に係る幅広いニーズにお応えする金

融サービス事業を行っております。 

また、預金者の皆様から預金をお預りするとともに、社債の発行等により資金調達を行っております。 

このように、主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利な影

響が生じないよう、当行では、資産及び負債の総合的管理を行っています。その一環として、デリバティブ

取引も行っています。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当行グループが保有する金融資産は、主として中小規模事業者等に対する事業資金や、個人のお客様に対

する住宅資金や消費資金等の貸出金であり、貸出先の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒され

ています。また、有価証券については、主に国債等債券や株式による運用を行っていますが、これらは、そ

れぞれ発行体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されています。 

預金、社債等については、一定の環境の下で当行グループが市場を利用できなくなる場合など、流動性リ

スクに晒されています。 

また、固定金利の貸出金や預金につきましては、市場金利の変動に伴う金利変動リスクに晒されています

が、一部は金利スワップ取引を行うことにより当該リスクを回避しています。 

外貨建の資産、負債につきましては、為替の変動リスクに晒されていますが、一部は為替予約等を行うこ

とにより当該リスクを回避しています。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

   ① 信用リスクの管理 

当行グループは、クレジット･ポリシーや融資管理規程等、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出

金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題

債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しています。これらの与信管理は、各営業店のほか

審査部門により行われ、また、権限によっては、経営陣による常務会を開催し審議・報告を行っています。 

更に、与信管理の状況については、監査部門がチェックしています。 



 

有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、証券

国際部門において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。 

  ② 市場リスクの管理 

(ⅰ) 金利リスクの管理 

当行グループは、ＡＬＭの手法によって金利の変動リスクを管理しています。リスク管理の基本方針

(リスク・マネージメント・トータル・プラン)に基づき、市場関連リスクに対する基本方針を定め、月に

一度開催されるリスク管理委員会において、金利リスク状況の把握、今後の対応等の協議を行っていま

す。日常的には、総合企画部ＡＬＭ課において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャ

ップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次でリスク管理委員会に報告しています。 

(ⅱ) 為替リスクの管理 

当行グループは、為替の変動リスクに関して、リスク管理の基本方針（リスク・マネージメント・トー

タル・プラン）に基づき、市場関連リスクに対する基本方針を定め、月に一度開催されるリスク管理委

員会において、実施状況の把握、今後の対応等の協議を行っています。また、為替予約を利用するなど、

為替の変動リスクの低減を図っています。 

(ⅲ) 価格変動リスクの管理 

当行グループは、価格の変動リスクに関して、リスク管理の基本方針（リスク・マネージメント・トー

タル・プラン）に基づき、市場関連リスクに対する基本方針を定め、月に一度開催されるリスク管理委

員会において、実施状況の把握、今後の対応等の協議を行っています。有価証券を含む投資商品の保有

については、リスク管理委員会や常務会で検討されており、継続的なモニタリングを通じて、価格変動

リスクの軽減を図っています。 

(ⅳ) デリバティブ取引 

デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性の評価、事務管理に関する部門を分離し内

部牽制を確立するとともに、「ヘッジとしてのデリバティブ取引取扱規定」に基づき実施されています。 

(ⅴ) 市場リスクに係る定量的情報 

   当行グループにおいて、金利リスク及び価格変動リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「貸出金」、

「有価証券」のその他有価証券に分類される株式及び債券等、「銀行業における預金」、「デリバティブ取

引」のうちの金利スワップ取引等です。 

   当行グループでは、これらの金融資産及び金融負債について、過去 10 年間のリスク変数の推移をもと

に、保有期間を 60 営業日とした場合の合理的な予想変動幅に基づき計算した時価の変動額を市場リスク

の管理にあたっての定量的分析に利用しております。 

 金利リスクについては、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、2019 年 3 月 31 日現

在、合理的な金利の変動として、指標となる長期金利が 11.8 ベーシス・ポイント上昇したものと想定し

た場合には、当該金融資産と金融負債を相殺した後の純額（資産側）の時価は 3,316 百万円減少するも

のと把握しております。当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利と

その他のリスク変数との相関を考慮しておりません。 

 価格変動リスクについては、TOPIX または REIT 指数以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定

し、2019 年 3 月 31 日現在、合理的なリスク変数の変動が TOPIX の場合は 8.9%、REIT 指数の場合は

8.9%下落したものと想定した場合には、当該金融資産の時価は 5,239 百万円減少するものと把握してお

ります。当該変動額は、TOPIX または REIT 指数を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、

TOPIX または REIT 指数とその他のリスク変数の相関を考慮しておりません。 

 なお、将来においてリスク変数の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超え

る影響が生じる可能性があります。また、BPV（ベーシス・ポイント・バリュー）等の感応度による市場

リスクの定量情報は、前提条件等に基づいて算定した値であり、最大損失の予測を意図するものではあ

りません。さらに、将来の市場の状況は、過去とは大幅に異なることがあります。 

③ 流動性リスクの管理 

当行グループは、流動性リスクに関して、リスク管理の基本方針（リスク・マネージメント・トータ

ル・プラン）に基づき、流動性リスクに対する基本方針を定め、月に一度開催されるリスク管理委員会 

において、資産・負債の両面から流動性についての評価を行い、資金調達可能時点と金額等を把握する



 

など、流動性リスクの低減を図っています。 

 (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件

等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 2019年 3月 31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、

時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注 2）参照）。 

 

（＊１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（＊２） その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引

によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。なお、「ヘッジ会計が適用されているもの」

は、金利スワップの特例処理によるものであります。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

  資 産 

(1) 現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており

ます。満期のある預け金については、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(2) 商品有価証券 

ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関か

ら提示された価格によっております。 

(3) 有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。投

資信託は、公表されている基準価格によっております。 

自行保証付私募債は、主としてキャッシュ・フローから、信用リスクを控除したものを市場金利で割引く

ことで時価を算出する方式にて現在価値を算定しております。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。 

(4) 貸出金 

貸出金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大き

く異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固

定金利によるものは、貸出金の種類、内部格付及び期間に基づく区分ごとに、キャッシュ・フローから、信

用リスクを控除したものを市場金利で割り引くことにより時価を算定しております。ただし、固定金利によ

（単位：百万円）
連結貸借対照表

計上額
(1)現金預け金 123,710 123,710　　　　　　 ─
(2)商品有価証券
　　売買目的有価証券 1,231 1,231 ─
(3)有価証券
　　その他有価証券 553,817 553,817 ─
(4)貸出金 1,313,200
　　　貸倒引当金（＊１） △ 6,612

1,306,588 1,313,676 7,088
資産計 1,985,348 1,992,437 7,088
(1)預金 1,821,530 1,821,588 57
(2)譲渡性預金 4,300 4,300 ─
(3)借用金 83,674 83,532 △ 142
負債計 1,909,505 1,909,420 △ 84
デリバティブ取引（＊２）
　ヘッジ会計が適用されていないもの 466 466 ─
　ヘッジ会計が適用されているもの 　　　　  ─ △ 1 △ 1
デリバティブ取引計 466 464 △ 1

時価 差額



 

るもののうち、住宅ローン等の消費者ローンについては、ローンの種類及び期間に基づく区分ごとに、元利

金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、

約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と

しております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ･フローの現在

価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日に

おける連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を

時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものにつ

いては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿

価額を時価としております。 

  負 債 

(1) 預金、及び (2) 譲渡性預金 

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。

また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を

算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預

入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。 

(3) 借用金 

借用金のうち、約定期間が短期間（１年以内）のもの、又は変動金利によるものは、短期間で市場金利を

反映し、また、当行並びに連結される子会社及び子法人等の信用状態は実行後大きく異なっていないことか

ら、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。約定期間が長

期間（１年超）で固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の

借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。 

 

  デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ）、通貨関連取引（為替予約、通貨オプション）であり、

割引現在価値･取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算出した価額によっております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金

融商品の時価情報の「資産(3)有価証券」には含まれておりません。 

(単位：百万円）

区  分 連結貸借対照表計上額

①非上場株式　（＊１）（＊２） 2,118

②非上場外国証券　（＊１） 8

③組合出資金（＊３） 1,406

合　　計 3,532
 

（＊１）非上場株式及び非上場外国証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２）当連結会計年度において、非上場株式について 0百万円減損処理を行っております。 

（＊３）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるも

ので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

 

 

 

 

 

 



 

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

(単位：百万円）

1年以内
1年超
3年以内

3年超
5年以内

5年超
7年以内

7年超
10年以内

10年超

預け金 84,852 -             -             -             -               -             

有価証券
　その他有価証券のうち
  満期があるもの

100,835 120,762 132,348 57,467 37,564 44,979

貸出金（＊） 232,921 242,434 161,474 100,098 115,059 266,780

合　　計 418,608 363,196 293,822 157,565 152,623 311,759  
（＊） 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない 26,732 百

万円、期間の定めのないもの 167,702 百万円は含めておりません。 

 

（注４）社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

(単位：百万円）

1年以内
1年超
3年以内

3年超
5年以内

5年超
7年以内

7年超
10年以内

10年超

預金（＊） 1,669,761 128,812 20,380 526 2,051 -              

譲渡性預金 4,300 -              -              -              -                 -              

借用金 76,994 4,767 1,913 -              -                 -              

合　　計 1,751,055 133,579 22,293 526 2,051 -              

（＊）預金のうち、要求払預金については、「1 年以内」に含めて開示しております。 

 

（有価証券関係） 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか「商品有価証券」が含まれております。 

１．売買目的有価証券（2019年 3月 31 日現在） 

 当連結会計年度の損益に含

まれた評価差額(百万円) 

売買目的有価証券 △2 

２．満期保有目的の債券（2019年３月 31日現在） 

   該当ありません。 

３．その他有価証券（2019年３月 31日現在） 

     

連 結 貸 借 対 取　得　原　価 差　額

種類 照 表 計 上 額

（百万円） 　（百万円） 　（百万円）

 株   式 27,343 11,898 15,444

 債   券 279,533 274,254 5,279

連結貸借対照表  　 国　 債 126,514 123,309 3,204

計上額が取得  　 地方債 74,749 73,900 849

原価を超えるもの  　 社　 債 78,270 77,044 1,225

 その他 114,277 105,479 8,797

小計 421,154 391,632 29,521

 株   式 5,545 6,777 △1,231

 債   券 16,557 16,664 △106

連結貸借対照表  　 国　 債 993 1,004 △10

計上額が取得  　 地方債 4,013 4,013 -

原価を超えないもの  　 社　 債 11,549 11,645 △96

 その他 110,560 113,838 △3,277

小計 132,663 137,279 △4,616

553,817 528,912 24,905合計
 

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2018年 4月 1日 至 2019 年 3月 31日） 

   該当ありません。 



 

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2018 年 4月 1 日 至 2019年 3月 31 日） 

    

売　却　額 売却益の合計額 売却損の合計額

（百万円） （百万円） （百万円）

株　式 9,939 1,171 986

債　券 13,514 13 204

　国　債 13,514 13 204

　地方債 -                                    -                                    -                                    

　社　債 -                                    -                                    -                                    

その他 16,764 730 15

合計 40,219 1,915 1,206
 

６．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証

券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められな

いものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の

損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。 

当連結会計年度における減損処理額は 182 百万円（株式 182百万円）であります。 

    また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、取得原価に比べて、30％以上下落したものを

「著しく下落した」とし、そのうち 50％以上下落したものは原則全額、30％以上 50％未満下落したものは、

回復可能性があると認められるもの以外について減損処理を行っております。 

 

（金銭の信託関係） 

１．運用目的の金銭の信託（2019 年 3月 31日現在） 

    

 連結貸借対照表計上額  当連結会計年度の損益に

（百万円）  含まれた評価差額（百万円）

 運用目的の金銭の信託 2,342 △2
 

２．満期保有目的の金銭の信託（2019年 3月 31日現在） 

該当ありません。 

 ３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2019年 3月 31日現在） 

該当ありません。 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額                                    4,605 円 76 銭  

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額               217円 61 銭 

潜在株式調整後 1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額      107円 90 銭 

 

（企業結合等関係） 

 共通支配下の取引等 

 当行による子会社株式の追加取得 

１．取引の概要 

（１）結合当事企業の名称及びその事業の内容 

結合当事企業の名称 事業の内容 

三重総合信用株式会社 信用保証業 

第三カードサービス株式会社 クレジットカード業 

三重リース株式会社 リース業 

 

 



 

（２）企業結合日 

結合当事企業の名称 企業結合日 

三重総合信用株式会社 2019年 1月 28日・2019年３月 29日 

第三カードサービス株式会社 2019年１月 28日・2019年２月 27日 

三重リース株式会社 2019年１月 28日・2019年２月 27日 

（３）企業結合の法的形式 

   非支配株主及び連結される子会社からの株式取得 

（４）結合後企業の名称 

   名称に変更はありません。 

（５）その他取引の概要に関する事項 

   資本構成見直しによるグループ経営のガバナンスの強化を目的として、非支配株主及び連結される子会社

が保有する株式を取得したものであります。 

２．実施した会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 2013 年９月 13 日）及び「企業結合会計基準及び事業 

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号 2013年９月 13 日）に基づき、共通支配下 

の取引等として処理しております。 

３．子会社株式の追加取得に関する事項 

 取得原価及びその内訳 

      取得の対価           現金預け金         1,737 百万円 

       取得原価                          1,737 百万円 

  なお、上記の記載は、非支配株主との取引に係るものであり、連結会社相互間の取引に係る取得原価 48 百万 

 円については、全額を相殺消去しています。 

４．非支配株主との取引に係る当行の持分変動に関する事項 

（１）資本剰余金の変動要因 

   子会社株式の追加取得 

 （２）非支配株主との取引によって増加した資本剰余金の金額 

    1,192百万円 


